
独立行政法人国立高等専門学校機構研究活動における不正行為防止等に関する規則

独立行政法人国立高等専門学校機構規則第７１号

平成１９年３月３０日

（目的）

第１条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）に所

属する役員、教職員及びかつて役員又は教職員であった者（以下「役職員等」という。）

の研究活動における不正行為の通報制度を設けることにより、役職員等の研究倫理の保

持及び向上に資することを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において「不正行為」とは、発表された研究成果の中に示されたデータ

や調査結果等に、次の各号の行為が含まれる場合をいい、故意によるものでないことが

根拠を持って明らかにされたものは不正行為には当たらないものとする。

一 捏造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

二 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。

三 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

２ この規則において「悪意」とは、被通報者を陥れるため、又は被通報者が行う研究を

妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えることや被通報者が所属する組織

等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。

（役職員等研究倫理統括者）

第３条 機構に役職員等研究倫理統括者（以下「統括者」という。）を置く。

２ 統括者は、企画委員会委員長をもって充てる。

（受付窓口）

第４条 統括者は、研究活動上の不正行為に係る通報、告発等（以下「通報等」という。）

に対応するため、機構に受付窓口を設置する。

（研究上の不正行為の通報等）

第５条 役職員等は、役職員等の機構における研究活動にかかる不正行為を発見したとき、



又は不正行為があると思慮するに至ったときは、受付窓口に対して不正行為の通報等を

書面、電話、ＦＡＸ、電子メール及び面談等によって行うことができる。

（通報等の受理等）

第６条 受付窓口は、前条の通報等があったときは、その内容を確認して統括者に報告す

るものとする。

２ 統括者は、前項の報告を受けたときは、当該通報等が顕名により行われ、不正行為を

行ったとする役職員等の不正行為の態様等、事案の内容が明示され、かつ不正とする科

学的合理的理由が示されていると認められるものは受理を決定し、当該通報等を行った

者（以下「通報者」という。）に通知する。また、当該通報等が悪意のものであったと

認めるときは、当該通報者に対し必要な措置を講ずるものとする。

３ 前項において、匿名による通報等があった場合又は学会、他機関から研究活動上の不

正行為の指摘があった場合においても内容に応じて顕名の通報等があった場合に準じた

取扱いをすることができる。

４ 統括者は、第２項の規定により通報等の受理を決定したときは、役職員等に対し、そ

れらが保有する資料の保全を命ずることができる。

５ 通報等の受理決定後、通報者は調査結果が公表されるまでの間、通報内容等の調査に

関する秘密を漏らしてはならない。

（予備調査委員会の設置等）

第７条 統括者は、前条第２項の規定により通報等の受理を決定したときは、被通報者が

所属する国立高等専門学校等に予備調査委員会を設置する。

２ 予備調査委員会は、第１３条に規定する調査（以下「本調査」という。）の必要性の

有無を判断するための調査（以下「予備調査」という。）を行う。

３ 予備調査委員会は、委員長及び委員若干名から組織するものとし、委員長は原則とし

て当該高等専門学校の校長とし、委員は役職員等のうちから委員長の推薦に基づき、統

括者が指名する。

４ 前項において、当該高等専門学校の校長が予備調査委員会の委員長となり得ない場合

には、統括者が委員長を指名する。

５ 予備調査委員会は委員長が召集する。

６ 予備調査委員会の事務は、原則として当該高等専門学校総務担当課において行う。



（予備調査の通知等）

第８条 統括者は予備調査委員会を設置したときは、通報者及び被通報者に対し予備調査

の開始並びに予備調査委員会の委員長及び委員の氏名を通知する。

２ 通報者及び被通報者は、前項の規定により通知を受けた委員長又は委員の指名に不服

があるときは、前項の通知を受けた日から７日を経過する日までに不服申立書を統括者

に提出することができる。

３ 統括者は、前項の規定による不服申立書を受理したときは、内容を審査しその内容が

妥当であると判断したときは、当該通報等に係る委員長又は委員を交代させるものとす

る。

（予備調査）

第９条 委員長は前条第２項に規定する期間を経過したときは、直ちに予備調査委員会を

召集し、通報等の内容の合理性、調査可能性等について予備調査を開始しなければなら

ない。

２ 予備調査は、第６条第４項の規定により保全された資料若しくは自ら収集した資料を

精査し、又は役職員等から事情聴取することにより行う。

３ 予備調査委員会は、予備調査を開始した日から原則として４５日を経過する日までに

予備調査を終了し、その結果を書面にて通報者及び被通報者に通知するものとする。

４ 通報者は、前項の規定により開示された予備調査の結果に不服があるときは、その予

備調査結果が開示された日から１５日を経過する日までに不服申立書を委員長に提出す

ることができる。

５ 予備調査委員会は、予備調査を開始した日から原則として６０日を経過する日までに

予備調査の概要、本調査の必要性の有無についての判断根拠等を記載した予備調査結果

報告書を作成し、統括者に提出しなければならない。前項の規定により不服の申立があ

ったときは、その不服申立書をあわせて提出するものとする。

（予備調査の報告）

第１０条 統括者は、前条第５項の規定による予備調査委員会から本調査の必要性が認め

られたとの報告、又は前条第４項の規定による不服申立書が提出されたとの報告を受け

たときは、速やかに理事長へ報告する。

２ 統括者は、前条第５項の規定による予備調査委員会から本調査の必要性が認められな

かったとの報告を受け、かつ前条第４項の規定による不服申立書の提出があった旨報告



を受けなかったときは、その旨を予備調査に関係した者に通知するとともに、理事長に

報告する。

（調査委員会の設置）

第１１条 理事長は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、調査委員会を設置す

る。

２ 調査委員会は、通報等の内容について研究上の不正行為があったかどうかの認定を行

い、研究上の不正行為があったと認定したときは、当該研究上の不正行為にかかわる者

の特定、当該研究上の不正行為の範囲の把握等を行う。

３ 調査委員会は、委員長及び委員若干名から組織する。

４ 調査委員会委員長及び委員は、役職員等及び機構以外の研究者のうちから理事長が任

命するものとする。このうち１人は被通報者の所属する国立高等専門学校等の地域を考

慮し企画委員会委員の中から任命するものとし、機構以外の研究者を１名以上含むもの

とする。

５ 通報者及び被通報者と直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

６ 調査委員会は、委員長が召集する。

７ 調査委員会の事務は、被通報者が所属する国立高等専門学校総務担当課において行う。

８ 統括者が前項によることが困難と判断する場合の取扱いについては、統括者が別に定

める。

（調査の通知等）

第１２条 理事長は、調査委員会を設置したときは、通報者及び被通報者に対し、調査の

開始並びに委員長及び委員の氏名を通知する。

２ 通報者及び被通報者は、前項の規定により通知を受けた委員長又は委員の指名に不服

があるときは、前項の通知を受けた日から７日を経過する日までに不服申立書を理事長

に提出することができる。

３ 理事長は、前項の規定による提出を受けたときは、内容を審査しその内容が妥当であ

ると判断したときは、当該通報に係る委員長又は委員を交代させるものとする。

（調査）

第１３条 委員長は、前条第２項に規定する期間を経過したときは、直ちに調査委員会を

召集し、調査を開始しなければならない。

２ 調査は、予備調査結果報告書、不服申立書若しくは自ら収集した資料を精査し、又は



役職員等から事情聴取することにより調査を行う。この際、被通報者の弁明の聴取を行

う。

第１４条 調査委員会は、調査を開始した日から原則として１５０日を経過する日までに

次の各号に掲げる事項の認定を行うとともに、これを含んだ当該調査の結果を統括者に

報告する。

一 研究活動上の不正行為が行われたか否か

二 研究活動上の不正行為が行われたと認定したときは、その内容、不正行為に関与

した者とその関与の度合、不正行為と認定された研究に係る論文等の各著者の当該

論文等及び当該研究における役割

三 研究活動上の不正行為が行われていないと認定したときは、あわせて告発が悪意

に基づくものであったか否か

（調査結果の通知）

第１５条 統括者は前条の調査の結果を速やかに通報者及び被通報者（被通報者以外で研

究活動上の不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。）並びに理事長及び

被通報者が所属する学校長に通知する。

２ 前項に定めるもののほか、統括者は、当該事案に係る研究が他機関からの資金配分を

受けて行われたものであるときは、当該資金配分機関に対しても当該調査の結果を通知

する。

３ 統括者は、前条の調査の結果、当該通報等が悪意に基づくものであると認定されたと

きは、通報者が所属する学校長（他機関に所属する者であるときは、当該他機関の長）

に通知する。

（不服申立）

第１６条 第１４条の調査の結果、研究活動上の不正行為が行われたと認定された被通報

者は、前条第１項の通知を受けてから３０日以内に、統括者に対し不服申立をすること

ができる。

２ 第１４条の調査の結果、当該通報等が悪意に基づくものと認定された通報者（被通報

者の不服申立により次条の規定による再調査の結果、悪意に基づく通報等と認定された

者を含む。）は、前条第１項の通知を受けてから３０日以内に、統括者に対し、不服申

立をすることができる。

３ 前２項の場合において、当該不服申立をする者は、前条第１項の通知を受けてから３



０日の期間内であっても同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

４ 統括者は、第１項の不服申立を受けたときは、その旨を通報者に通知し、及び当該事

案に係る研究が他機関からの配分を受けて行われたものであるときは、当該資金配分機

関に対してもその旨を通知する。

５ 統括者は、第２項の不服申立を受けたときは、通報者が所属する校長及び被通報者に

通知し、及び通報者が他機関に所属する者であるときは当該他機関の長に、当該事案に

係る研究が他機関からの資金配分を受けて行われたものであるときは、当該資金配分機

関に対してもその旨を通知する。

（不服申立の審査及び再調査）

第１７条 統括者は、前条第１項又は第２項の不服申立を受けたときは、当該調査を行っ

た調査委員会に不服申立の審査を行わせる。ただし、不服申立の趣旨が、調査委員会の

構成等、その公正性に関わるものである場合において統括者が必要と認めるときは、当

該調査委員会の委員を交代させ、又は新たに調査委員会を設置するものとする。

２ 前項の審査においては、不服申立の趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再調査を行う

か否かを速やかに審査し、その結果を速やかに統括者に報告する。

３ 統括者は、被通報者及び通報者に前項の審査の結果を通知する。この場合において、

再調査を行う決定を行ったときは、被通報者に対し、第１４条の調査結果を覆すに足る

資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求めるものとし、被通報者が

必要な協力を行わないときは、当該調査を行わず、又は打ち切ることができる。

４ 調査委員会が再調査を開始した場合は、当該不服申立を受けた日から原則として５０

日（前条第２項の不服申立の場合にあっては３０日）以内に調査結果を統括者に報告す

る。

５ 統括者は、前項による調査結果の報告を受けた場合には、速やかに理事長に報告する。

６ 第１５条各項の規定は、前項の調査結果の通知に準用する。この場合において同条第

１項及び第３項の規定中「前条」とあるのは「前項」と読み替える。

第１８条 第１３条から前条までに定めるもののほか、調査委員会が行う本調査及び不服

申立の審査に関し必要な事項は、調査委員会の議を経て統括者が定める。

（調査結果の公表等）

第１９条 統括者は、第１４条又は第１７条第４項の調査委員会の調査結果の報告（以下

「調査結果の報告」という。）において、研究活動上の不正行為が行われた旨の報告を



受けた場合は、次の事項を公表するものとする。

（１）研究活動上の不正行為に関与した者の所属及び氏名

（２）研究活動上の不正行為の内容

（３）統括者又は調査委員会が公表時までに行った措置の内容

（４）調査委員会委員の所属及び氏名

（５）調査の方法、手順等

（６）その他必要と認める事項

２ 統括者は、調査結果の報告において、研究活動上の不正行為が行われていない旨の報

告を受けた場合は、原則として、調査結果の公表は行わないものとする。

ただし、公表までに調査事案が外部に洩出していた場合及び論文等に故意によるもので

ない誤りがあった場合は、調査結果を公表する。この場合において公表する内容は、不

正行為は行われていないこと（論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は、

そのことを含む。）、被通報者の所属及び氏名、調査委員会委員の所属及び氏名、調査の

方法、手順等とする。

３ 統括者は、調査結果の報告において、当該通報等が悪意によるものである旨の報告を

受けた場合は、通報者の所属及び氏名を公表する。

４ 統括者は、前３項の場合において、第１４条の調査結果に基づく公表を行うときは第

１６条第１項の規定による不服申立の期間等を考慮して行うものとする。

５ 統括者は、当該公表する内容に学生の氏名等が含まれているときは、当該事案に応じ

て適切な配慮を行わなければいけない。

第２０条 理事長は、第１５条第１項又は第１７条第５項に基づく統括者からの調査結果

の報告（以下「統括者からの報告」という。）において、研究活動上の不正行為が行わ

れた旨の報告を受けた場合は、懲戒審査委員会の設置及び当該研究上の不正行為に係る

研究成果物等の修正勧告等の適切な措置を講ずるものとする。

２ 理事長は、統括者からの報告において、研究上の不正行為があったと認められなかっ

たときは、その旨を調査に関係した者に通知するとともに、必要に応じて被通報者の不

利益発生防止のための措置を講ずるものとする。

３ 理事長は、統括者からの報告に基づき、通報等が悪意に基づくものと認めるときは、

当該通報者に対し必要な措置を講ずるものとする。

（調査中における一時的措置）



第２１条 統括者は、第１３条の本調査を行うことを決定したときは、第１４条の調査結

果の報告を受けるまでの間、当該通報等をされた研究に係る研究費の執行の停止その他

必要な措置を講じることを理事長、当該高等専門学校の校長その他関係者に求めること

ができる。

（役職員等以外の者への協力依頼）

第２２条 次の各号に掲げる者（以下この条において「統括者等」という。）は、それぞ

れ当該各号に掲げる事項について役職員等以外の者に依頼することができる。

一 統括者 第６条第４項の規定による資料の保全

二 予備調査委員会委員長 第９条第２項の規定による事情聴取

三 調査委員会委員長 第１３条第２項の規定による事情聴取

２ 前項の場合において、統括者等は前項の規定による依頼とあわせて次条及び第２４条

に規定する事項について協力を要請するものとする。

（被通報者に不利益をもたらす行為の禁止）

第２３条 役職員等は、理事長が第２０条第１項及び第３項の規定に基づき講ずる措置を

除き、被通報者又は通報等が悪意に基づくものと認定された通報者に不利益をもたらす

行為をしてはならない。

（協力義務）

第２４条 役職員等は、予備調査委員会及び調査委員会の調査等に協力しなければならな

い。

（守秘義務）

第２５条 役職員等はこの規則に規定する研究上の不正行為の調査等に関して知ることの

できた秘密を漏らしてはならない。

（雑則）

第２６条 この規則に定めのある場合のほか、機構における研究活動における不正行為の

防止については、科学技術・学術審議会 研究活動の不正行為に関する特別委員会によ

る「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」に準じて行う。

附 則

（施行期日）

この規則は、平成１９年３月３０日から施行する。


